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2019年2月1日(金)～2月28日(木)



〒730-0036  広島市中区袋町6番36号
 合人社ウェンディひと・まちプラザ
 （まちづくり市民交流プラザ）北棟５階
TEL　082（541）5335
URL　http://www.cf.city.hiroshima.jp/hitomachi/

■受付時間・時間帯
月曜日から金曜日までの午前9時半～午後5時（祝日を除く。）

応募方法・期間

申請書配布開始
応募説明会

申請書受付開始
申請書受付締切り

公開審査会
助成金給付

活動報告書（中間）提出締切り
中間活動発表会

事業の終了
活動報告書（最終）提出締切り

成果発表会

17 2019

【応募説明会】
　　　　　2019年1月31日（木）午後6時半～7時半

　　　　　合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）
　　　　　研修室C（北棟５階）

【公開審査会】
　　　　　2019年5月11日(土)　午後1時～5時半 (予定)

　　　　　合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）　
　　　　　ギャラリー（北棟4階）

「応募の手引」及び ｢助成事業申請書｣・「事業計画及び予算関係書類｣
は、（公財）広島市文化財団ひと・まちネットワーク部管理課、（株）広
島銀行の本店営業部及び広島市内の支店、合人社ウェンディひと・ま
ちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）、市役所市民ロビー、区役所、
公民館等で配布しています。
◎郵送をご希望の方は、返信用切手（1 部 205 円）を同封の上、（公財）広島市文化
財団ひと・まちネットワーク部管理課事業係までお申し込みください。
◎下記のホームページからもダウンロードできます。

● （公財）広島市文化財団ひと・まちネットワーク部

◆2019年
 １ 月15日（火）～ …………………………………………
 １ 月31日（木） …………………………………………………
 ２ 月 １ 日（金）～ …………………………………………
 ２ 月28日（木）午後５時 ………………………………
 ５ 月11日（土） …………………………………………………
 ６ 月中旬 ………………………………………………………
 ９ 月30日（月） ……………………………
11月16日（土） ……………………………………………
◆2020年
 ３ 月31日（火） …………………………………………………
 ４ 月 3 日（金） ……………………………
 ５ 月16日（土） …………………………………………………

所定の申請書に必要事項をご記入の上
2019年2月1日（金）～2月28日（木）
※当日必着（午後５時まで）
（公財）広島市文化財団ひと・まちネットワーク部管理課事業係まで持参又は郵送してください。

(公財)広島市文化財団
ひと・まちネットワーク部管理課事業係

次の要件をいずれも満たす団体が対象となります。
①団体構成員の過半数が広島市民、又は団体の所在地が広島市にあること。
②特定非営利活動促進法別表（注１）に掲げる活動で広島市のまちづくり
につながる活動を行い、かつ同法第二条（注２）に該当する団体（ただ
し、法人格の有無を問わず、任意のグループでも可）であること。
　注１）保健・医療、社会教育、まちづくり、文化・スポーツ、環境保全

など、20分野の活動が対象となっています。
　注２）営利を目的とせず、宗教・政治活動を主たる目的としない、公益

を目的とする活動を行う団体。
　　　　   ■ 詳しくは、内閣府ＮＰＯホームページ
　　　　　  （https://www.npo-homepage.go.jp/）などをご参照ください。

　※地域社会が抱えている課題を発見し、解決していくための方策や計画づくり
などを行う活動を対象とします。

　※他の財団などから助成を受けている場合でも、活動の目的を達成するために
必要であれば応募できます。

　※国・県・市の事業（委託、委嘱及び指定管理事業を含む。）の場合は、助成対
象事業から除きます。

❶団体育成助成部門
　設立後3年未満（2019年4月1日現在）の団体を応援します。
　ⅰ）助成額：１件当たり5万円を限度に、総額50万円程度の助成を行います。
　ⅱ）選考方法：書類審査により選考。ただし、公開審査会に出席し、企画内容

の発表をしていただくことが、助成決定の要件となります。

❷まちづくり活動発展助成部門
　まちづくり活動をより積極的に展開しようとしている団体を応援します。
　ⅰ）助成額：１件当たり50万円を限度に、総額300万円程度の助成を行います。
　ⅱ）選考方法：公開審査。ただし、応募件数に関わらず、書類審査により選考

した団体の中から、公開審査会で選考します。

2019年4月～2020年3月までの1年間に実施される活動とします。

■ 助成部門

・活動の目的を達成するために必要な経費を対象とします。
・使途が適当でない経費については、運営委員会の判断で減額する場合
があります。
・応募は、１団体当たり１件とします。
・同一の応募事業（類似事業を含む。）への助成は、合計3回（ただし、
団体育成助成部門での助成を除く。）を限度とします。
・団体の自立性や事業の継続性を促進する観点から、事業総額と同額と
なる助成は行いません。

■ 留意事項

■ 助成対象期間


